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四

し
い
。
そ
の
身
分
の
保
障
、
利
益
の
保
護
が
特
に
重
要
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
以
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に.
つ、
い

‐
て
本
法
案
上
如
何
な
る
配
慮
が
加
え
ら
れ
て
い
る
か
。
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道
府
県
及
び
五
大
市
等
と
職
員
数
の
極
め
て
少
な
い
地
方
公
共
団
体
と
の
間
で
は
、
当
然
そ
の
取
扱
を
異
に
す

べ
き
も
の

で.
あ
る
が
、
本
法
は
こ
れ

に
対
し
て
如
何
な
る
配
慮
を
し
て
い
る
か
。
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問
十
四
‐
人
事
委
員
会
や
公
平
委
員
会
の
設
置
は
、
そ
れ
で
な
く
て
も
、
各
種
の
機
関
の
過
剰
に
悩
ん
で
い
る
地
方
公
共
団

-

体

に

更

に
負
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を

強

う
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で
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い
か
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五

職
員
の
団
体
に
関
し
連
合
体
を
同
一
地
方
公
共
団◆
体
に
の
み
限
定
す
る
の
は
憲
法
の
保
障
す
る
団
結
権
を
否
定

.

す
る

こ
と
に、
な
づ
て
不
都
合
で
は
な
い
か
。
日
教
組
、,
自
治
労
協
及
び
自
治
労
連
の
如
き
も
の
は
ど
う
な
る
か
。
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間
十
六
・
人
事
行
政
機
関
と
し
て
の
人
事
院
の
功
罪
は
、
既
に
明
ら
か
で
は
な
い
か
。
今
ま
た
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
構
想
を

も

っ
た
人
事
委
員
会
制
度
を
採
用
す
る
こ
と
は
適
当

で
な
い
と
思
う
が
ど
う
か
。
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十
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執
行
機
関
の
委
員
会
制
の
運
営
の
実
績
は
極
め
て
非
能
率
的
で
あ
っ
て
所
期
の
目
的
を
達
成
し
得
な
い
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
定
評
と
な
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
此
際
あ
ら
た
に
合
議
制
の
機
関
を
設
け
よ
う
と
す
る
の
は
見
当

違

い
も

甚
だ

し

い

で
は

な
,
い
か
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十
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一
自
治
体
警
察
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員
の
退
職
手
当
の
支
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に
関
し
て
近
時
各
地
に
お
い
て
紛
議
を
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じ
て
い
る
b
こ
れ
が
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一
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一
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問
ニ
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ド
政
治
的
行
為
の
制
限
は
、
公
務
員
の
基
本
的
人
権
を
侵
害
し
、
憲
法
の
精
神
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
が
。
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一
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七
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三
ど
も
政

治
的

行
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、
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規
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三
間
当
--
若
じ
政
治
的
行
為
の
制
限
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
も
そ
の
範
囲
は
、
す
べ
て
条
例
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
委
せ
.
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三
者
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で
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・
間
西
＼
国
家
公
務
員
と
地
方
公
務
員
と
は
同
じ
く
公
務
員
で
あ
る
点
に
お
い
て
何
等
の
差
異
は
な
い
。
政
治
的
行
為
の
制
限

′

.

の
仕
方
に
つ
い
て
、
両
者
の
間
に
顕
著
な
差
別
を
設
け
た
理
由
を
承
り
た
い
。
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五

政
治
的
行
為
め
制
限
の
如
き
重
要
な
事
項
を
条
例
に
委
ね
る
こ
と
は
危
険
で
は
な
い
か
。
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政
治
的
行
為
の
制
限
を
も
っ
て
「
地
方
公
共
団
体
の
行
政
の
公
正
な
運
営
を
確
保
す
る
と
と
も
に
職
員
の
利
益
を

-
、

保
護
す
る
と

と
を
目
的
と
す
る
も

の
で
あ
る
」
と
い
う
が
如
き
は
、一
全
く
牽
強
附
会

の
言

で
は‐
な
い
か
。
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に
あ
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と
も
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単
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労
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に
か
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如
き
制
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あ
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,
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治
的
目
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の
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を
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つ
き
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と
承
り
た
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例
え
ば
給
与
ベ
ー
ス
の
引
上
運
動
を
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すゞ
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こ
と
は
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行
為
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間
-
,
特
別
扱
を
す
る
公
営
企
業
職
員
の
範
囲
は
、
狭
き
に
過
ぎ
る′
で
は
な
い
か
。
特
別
会
計
を
も
っ
て
経
理
す
る
企
業
に
-

従
事
す
る
職
員
は
勿
論
、

い
わ
ゆ
る
現
業
職
員
に
つ
い
てー
も
一
般
職
員
と
取
扱
を
別
途
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
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間
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本‐
法
案
立
案
の
過
程
に
お
い
て
、
現
業
職
員
を
特
別
扱
に
す
る
こ
と
に
う
い
て
関
係
各
省
間
に
異
論
が
な
か
っ
た
よ

う
に
聞
い
て
い
る
。
今
卒
然
と
、
1
そ
の
方
針
が
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更
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れ
た
の
は
何
故
か
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案
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務
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法
案
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一
体
を
な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
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故
同
時
に
提
案
し
な
い
の

カ

ニ
ー
ラ
…

:
:
…

…

:
:
…

:
:
:
:
…

:
;
…

…
.
:
…

:
…

;
…
・
…

:
…

…
‘
:
.
!

:
f

i
.
;
:
i

i

.
!

:
l
i
i
l

:
.
!

!
.
:
i

:
.
:
:

一
二

五

問
四

‐
公
営
企
業
法

案
の
内
容

の
あ
ら
ま
し
を
承
り
た
い
。
1
1
1
1
・・
1
1
1
・
:
ー
・
ー
i
i
i
;・
:
1
1
1
1
:
;
…
:
…
:
:
:
:
…
:
:
:・
・
一
二
六

問
五

公
営
企
業
職
員
を
特
別
扱
い
と
す
る
乙
と
は
、
マ
書
簡
の
精
神
に
違
反
す
る
の
み
な
ら
ず、▼
人
事
行
政
の
統
一
を
図
る
点

か
ら
い

っ
て
も
適
当

で
な
い
と
思
わ
れ
る
が
ど
う
か
。
:
:
:
1
1
1
:
:
i
:・
:
ー
・
i・
!
!
:・
!
ー
;
;
:
…
:
:
:
:
:
:
:
:
;
:
…
・
一
二
七

へ
現

業

職

員
関

係

〉

・
1
・
1
1
1

1

1

1

:
ー
・
i
i
・
i
l

l
i
l

:
ー

i
・
:
・
!

;
;
;
i
l
・
:
・
;
:
:
…
・・
…

:
:
≠
;
:
:
:
:
…

:
:
‘
:
…

:
:
…

一
二
九

問

一

現

業

職

員

の
範

囲

如

何

O

1
:
:
;
:
1
ミ

:
・
i
・・
ニ
ー

:
・・
:
i

l

i
・
i
i
:
!

:
i
…

:
:
:
:
…

…

:
:
・
:
:
・
:
:
…

…
・
:
…

…

:
;
…

:
・

一
二

九

問
:

教
育
公
務
員
は
労
働
関
係
法
上
現
業
職
員
と
し
て
取
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わ
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も
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法
案
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二

本
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
事
項
は
、
相
当
細
目
に
わ
た
る
も
の
を
含
ん
で
お
り
、
必
ず
し
も
人
事
行
政
に
関
す
る
根

▼
三

本
基
準
の、
み
で
な
い
と
考
え
る
。
こ
れ
は
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
を
損
い
、
地
方
自
治
の
本
旨
に
反
す
る
と
思
う
が
-

ど

う

か

。
・
…
・
…

‘
:
…

…

ー

ー
ー
・
:
ー
・
ー

ー

:
ー

1
1
・
i

:
ー
・
:
・
:
:
ー

ー

i

:
・
:
・
1
・
:
・
1
・
i
・
1
1

1
・
ー

ー

・
ー
・
1
・
ー

:
ー

ー

一
三

一

間
三

本
法
に
お
い
て
は
、
民
主
的
公
務
員
制
度
の
理
念
と
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
の
確
保
と
の
間
に
ど
の
程
度
調
和
を

図

ろ
う

と

し

て

い
る

か

。

1
1
・
:
…
・
…
・
:
:
1
・
:
:
・
;
1
1

1

:
1
・
:
1
1
1
・
:
1
・
:
・
;
:
:
ー

:
・
1
1
・
:
ー
.
1
;
:
:
.
:
:
..
:
,
:
.
1
1

1

.
一
三

二

問
四

公
務
員
制
度
の
確
立
と
地
方
自
治
の
本
旨
の
実
現
と
の
間
に
は
如
何
な
る
関
連
が
あ
る
か
。
ー
ー・
ー
ー
・
ー
:
;
ー
ー
・
ー
・
・
一
三
三

へ
第

二
条
関
係
V
‐
・
:・・
ー

ー
ー
ー
ー

ー・
:・
1・
ー

ー
ー
・・
1
1
1
1

1
・
ー

:
;
ー
・
1
1
1

1
:
ー

ー
ー
・・
:
:
:・
ー
ー
:・
-

1・
1
1
1
・
一
三
四

問

一

地
方

公

務

員

の
定

義

及

び

種

類

を

示

さ

れ

た

い
-
・
ー

.
ー
・
:
・
:
・
ー

:
ー
:
!

ー

,.
:
・
ー
・
ー

・
ー

・・
ー
・・・・
ー
・
:
・
;
・
ー
・
ー
.
ー

ー

ー

:

-
三

四

問
二

従
前
の
法
令
等
が
本
法
に
て
い
触
す
る
場
合
に
お
い
て
は
本
法
が
優
先
す
る
こ
と
は
後
法
優
位
の
原
則
か
ら
い
っ
て

当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
敢
て
こ
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
不
必
要
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
規
定
は
、
何
か
特
別

の
意

味

を

も

り

て

い

る
の

か

。

…
・・
1
1
:
:
ー
・・
:
ー

ー
・
1
1

:
:
ー

ー

ー

:
・
:
・
:
1
・
ー
ー
・
:
ー
・
1
1

1
・
ー

:
ー
・
:
:
ー
・・
ー
・
1
・
1
・
ー
・
一
三
六

問一
ニ
ト
こ
め
法
律
の
規
定
に
て
い
触
す
る
従
前
の
法
令
、
条
例
、
規
則
又‐
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
定
め
る
規
模
に
は
ど

の
よ
う
な
も
の

が
あ
る
か
。
…
…
:
…
・
ミ

ー
-
・
1
1
1
・
ー

ー
・
:
:
ー
・
:
ー

ニ・
1
1
1
.
1・
1.
1.
:.
:
:
:
1
1
1
1
.
1.
ー
ー
・
1

一
三
六

問
四

地
方
公
共
団
体

の
機
関
の
定
め
る
規
程
と
は
何

か
。
ー・
:
…

ー
1
1

:・
ー

ー
・
:
i
・・
:・
ー
:・
:・
:・
:・
ー

:
1
1
1
1
1
・
ー
…

-
三
七

問
五

本
条
と
第
五
十

七
条
と
の
関
係

に
つ
い
て
承
り
た
い
。
ー
ー
ー
ー

1
:・
1
1
1
1・
ー
・
:・
1・
:・
1・
:・
ー

ー
ー
ー
ー
:・
ー
・
:
‘
ー
・
ー
・
一
三
七

へ
第

三
条

関

係

〉

.
÷

二
:
.
:
・
:
・
ー
.
ご
.・・
:
・
ー
・
ー
:
…
・
ー

;
ー

ー
・
ー

ー

・
:
・
ー

:
・
1
1
1
・
ー

ー
・
:
:
.
ー
・・
1
:
・
;
・
ー

ー

・
1
1
・
:
・
:
・
ー

1

一
三

七

問

一

地
方
公
務
員
を
一
般
職
と
特
別
職
と
に
分
け
る
理
由
及
び
そ
の
基
準
は
何
か
。
…
…
'・
ー
・
;
・
ー
…
…

…
'
…

…
・
:
…
…
‘
.
一
三
七

問
二

特
別
職
に
掲
げ
ら
れ
た
各

職
に

つ
き
、
そ
の
特
別
職
と
し
た
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。
:・
ー・
:・
ー・
ー

:・
:
:・
;
…

:
:・・
ー・
:
ー

一
三
八

問
三

単
純
労
務
者
、
現
業
職
員
及
び
教
育
公
務
員
は
特
別
職
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
ー
:
…

ー
:・
:・
ー
:
ー
i・
ー
i
i
・
i
i

:
一
四

問
四

政
策
決
定

に
参
与
す
る
地
方
公
務
員
は
特
別
職
と
す

べ
き
で
は
な
い
か
。
ー
・・
ー
・・
:・
ー・
ー・
:・
ー
・・
;・
1・
:・
:
…

:・
:・
ー
ー
・
ー
四

一

地
方
公
務
員
を

一
般
職
と
特
別
職
と
に
分
け
る
理
由
及
び
そ
の
基
準
は
何
か
。
ー
i
'・
ー
i
i
・
ー
ー
・
ー
・
ー′・
ー
ー
ー
ー
ー
・
J
.
一
三
七

特
別
職
に
掲
げ
ら
れ
た
各

職
に

つ
き
、
そ
の
特
別
職
と
し
た
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。
・
ー
1・
:・
ー
・
1
:
:・
:
:・
;
ー
・
:
:・・
1・
:
ー
:

一
三
八

単
純
労
務
者
、
現
業
職
員
及
び
教
育
公
務
員
は
特
別
職
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
ー
:
…
ー
:・
:・
ー
:
ー
ー
ー
i
i
・
i
i
:
一
四
〇

政

策

決

定

に
参

与

す

る

地

方

公

務

員

は
特

別
職

と

す

べ
き

で
は
な

い
か

。

ー
:
・・
ー
!
・
:
・
ー
・
ー
・
:
・
:
:
・・
;
・
1
・
:
・
:
ー
・・
:
・
:
・
ー

ー
・
ー
四

一

問
五

委
員
-
委
員
会
の
構
成
員
等
は
国.
家
公
務
員
法
に
お
い
て
は
一
般
職
と
さ
れ
て
い
る
が
、
地
方
公
務
員
法
に
お
い
て

は

こ
れ
を

特

別

職

と

し

た

理

由

如

何

o

ー
も
ー

ー

ー

:
…
・
:
:
・・
;
ー
・
ー

:
ー
・・
:
ー

…
・
:
・
:
…
・
:
i

:
i
:
・
…

…

:
ー
・
1
・
i
・
:
・
i
・
一
四

-

-
間
上
ハ

第
六
号
の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法
の
規
定
と
や
や
異
っ
て
い
る
が
何
故
か
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
職
員
の
身
分
の
取

扱

は

ど
う
な

る

か

o
:
…
・
…

…

:
…

…

…

:
…

:
:
…

…

…
・
:
・
:
・
i
・
:
・
;
…

ー
・
:
:
ー
・・
!

;
:
:
:
!
・・
:
・
!

‐
i
l
・
;
!

ー

ー

:
・
:

」
四

二

公
企
業
職
員
は
、
-
地
方
公
務
員

か
。
地
方
公
務
員
と
す

れ
ば
、

一
般
職
か
、
特
別
職

か
。
ー
:・
;
ー
ー
・
:
:・・
ー

:
ー
:・
:・
1
・
一
四
二

問
七

公
企
業
職
員
は
、
-地
方
公
務
員
か
。
地
方
公
務
員
と
ず

ば

カ

ヰ
B

力

…
:
…
・・・
;・
…
…
・
:
:
:
…

へ
第
四
条
関
係
〉

}

…
:
…
・
…
…
i
i
i
l
l
:
…
…
;・・
!
・・
:
.
:
:
…
.
…
…
・
:
:.
:
…
:
…
.・
:
…
…
:
…
.
:
‘
…
:
…
…
:
…
…

問
一

罰
則
の
規
定
に
は
、
一
般
職
に
属
す
る
地
方
公
務
員
以
外
の
者
に
も
適
用
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、
第
一
項
の
規
定

…
…
…
…
:.
…
…
…
…
…
:
…
:
…
.
…
…
…
:
…
…
:
:
…
…
…
…
…
:
…
…
・
…
:
…
…
.
:‘
…
:
…
…
…
:
…
…
…
:
.
一
四
三

は
こ
れ
に
矛
盾
す
る

で
は
な
い
か
。
…
;
:
ー
…
…
:
:
i
i
・
i
i
・
:・
:
・
:
ー
!
!
ー
!
・・
:
!
!
・・
:・・
!
・
i

i
:
:
:
・
:
!
:
:
.
:
ー
四
三

問
二

罰
則
の
規
定
に
は
一
般
職
の
地
方
公
務
員
以
外
の
者
に
も
適
用
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、
第
一
項
の
規
定
は
こ
れ
に

矛
盾
す
る.
で
は
な
い
か
。
‐
:
…
…
…
:
…
…
:
:
…

:
…
・
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:
…
・
}
…
:
ー
…
…
…
…
…
・
…
:
…
・
…
…
!
…
…
i
i
…
!
!
…
・
一
四
三

間
三
,
本
法
の
あ
る
種
の
規
定
に
は
特
別
職
に
も
適
用
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
恩
は
れ
る
。
こ
の
限
度
に
お
い
て
本
法
に
特

別
職
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
方
が
地
方
公
務
員
法
と
し
て
真
に
統
一
的
法
典
た
ら
し
め
る
所
以
で
な
い

問
四

特
別

へ
第
五
条
関
係
V
,

問
一

第
五
条

問
二

本
法
に

か
。
:
:
-
・
-

-
・
ー

:
:
…

:
…
:
;
…
…
:
:
:
:
:
:
…
・
ー
・
ー

ー
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1
1・
1

1

ー

ー
ー
ー

i
l

i

:・
i・
:
ー
・
i
l

i
1

一
四
四

特
別
職
に
つ
い
て
法
律
に
特
別
の
定
が
あ
る
場
合
と
は
ど
の
よ
う
な
場
合
か
。
・
ー
・
:
:
ー

ー

:・
1・
:・
i

ー
・
;・
1・
i

i

・
一
四
四

…
…
…
…
…
…
:
…
.
…
,.
…
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…
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…
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…
;
;
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
・
:

一
四
五

第
五
条
第
一一
:
項
の
趣
旨
如
何
。
}
ー
・
}
1
1
・
:
ー
・
:
i
・‘
1
1
1
ー
i
l
l
l
l
:
i
i
・・
:
ー
ー
ー
:・・
:
!
・
:・
i
!
!
・
i
i
i
・
一
四
五

本
法
に
定
め
る
根
本
基
準
の
実
施
に
関
す
る
細
目
を
地
方
公
共
団
体
の
自
主
的
処
理
に
委
す
と
い
う
趣
旨
は
結
構
で

‐

あ
る
が

こ
の
結
果
、
全
体
と
し-
て
地
方
公
務
員
制
度
が
区
々
と
な
り
、
却
っ
て
本
法
の
精
神
を
没
却
す
る
こ
と
に
な
り

問
三

は
し
な
い
か
。
・・
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
…
ー
ー
…
…
:
ー
ー
・
ー
ー
…
・
ー
・
:
ー
ー
ー
・
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ー
ー
ー
ー
ー
ー
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:
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:
ー
・
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;
:
ー
ー
ー
・
・
一
四
六

条
例
の
制
定
又
は
改
廃
に
関
し
、
必
ず
人
事
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
は
、
不

当
に
議
会
の
権
限
を
制
約
す
る
こ
と
と
な

っ
て
不
適
当

で
は
な
い
か
。
ー
.
:
ー
ー
:.
:.
ー.
;
ー
..
,
ー
!
..
:
ー
:.
:
ー
ー
ー
ー
・
:
・
一
四
七

条
例
が

「
こ
の
法
律
の
精
神
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
」
か
ど
う
か
の
認
定
は
、
誰
が
行
う
の
か
。
ー
:・
ー
1・:
ー
ー
・
:
ー
・
ー
・
一
四
八

第
三

問
四

条
例
が

こ
の
法
律

人
事
機
関
に
関
す
る
事
項
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!
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!
ー
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!
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!
i
!
i
ー
i
ー
.・
1
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ふ
四
八

七



八

へ
第
六
条
関
係
V
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I
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む
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・
一
四
八

問

一

第
六
条
は
、
単
に
自
明
の
理
を
規
定
し
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
無
意
味
で
は
な
い
か
。
・・
ー
・
:・
ー
…
・
ー
・
…
・・
ー
・
ー
:
・
一.
四
八

問
二

「
そ
の
他
法
令
又
は
条
例
に
基

く
任
命
権
者
」
に
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の

が
あ
る
か
o
.・
1・
…
…
・・
1
1
・
1
;.
:.
:
:
:
;・
ー
1
.
一
四
九

問

三

法

律
の

特

例

と

は
、

例
え

ば

ど

ん

な

も

の
か

。
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ー
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-
四
九

問

四

二

「
上

級

」
,
と

「
下

級

」

と

は

一
体

何
処
で

区
別

す

る

か

。
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へ
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関
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一
五

〇

問

一

人
事
委
員
会
及
び
公
平
委
員
会
の
性
格
及
び
そ
の
設
置
の
趣
旨
を
説
明
さ
れ
た
い
6
ご
ー

i・・・
1
1
1
11・・
i
;
…

;・
ー

i
:・
1
・
一
五
〇

問
二

人
事
委
員
会

と
人
事
院
と

の
主
要
な
差
異
如
何
。
・
{
ー

:
1・
ー
1
1

:・
;
:
:
-
・・
;・
1
‘
:・
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ー
・
i
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!
i
…

〆
五
二
一

閲
--
ー
滋
都
道
府
県
及
び
五
大
市
に
対
し
て
の
み
人
事
委
員
会
の
設
置
を
強
制
し
た
の
は
、
如
何
な
る
理
由
に
基
く
か
。
ー
1
1
1
・
1
.一
‐
五
--
・

問
四
.
本
法
の
趣
旨
を
真
に
生
か
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
全
地
方
公
共
団
体
を
通
じ
て
人
事
委
員
会
を
必
置
機
関
と
す
べ
き

.

,

で
は

な
い
か
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1
・
一
五
三

間
五

五
大
市
以
外
の
市
に
つ
い
て
は
、
凡
そ
如
何
な
る
規
模
の
も
の
が
人
事
委
員
会
を
持
つ
こ
と
を
適
当
と
考
え
る
か
。
ー
・
ー

一
五
三

間
六

独
任
制
の
人
事
委
員
制
度
の
採
用
が
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
能
率
的
な
人
事
行
政
を
行
う
に
は
、
人
事
委
員

制
度
が
よ
り
適
切
で
あ
る
場
合
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
採
用
し
な
か
っ
た
理
由
如
何
。
・
:
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ー
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1
1
・
:
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:
1
・一
‐
五
四

問
七

町
村
で
も
相
当
大
規
模
の
も
の
が
あ
る
。
人
事
委
員
会
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
町
村
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
認
め
て
も
差

し
支

え
な
い

の
で
は
な
い
か
む
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四
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共
同
処
理
方
式
及
び
委
託
方
式
ば
余
り
実
例
の
な
い
制
度
で
あ
る
と
思
う
が
、
人
事
行
政
機
関
の
設
置
に
関
し
て
特

二
"
鱒

&
れ

を

認

め

た

理
由

如

何
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四

問
九

地
方
公
務
員
の
利
益
保
護
機
関
が
必
要
で
あ
る
と
す
れ
ば
、r
む
し
ろ
す
べ
て
の"
地
方
公
共
団
体
を
通
じ
て
公
平
委
員

会

の

み

を

必
‐
置

と

す

べ
き

で

は

な

い

か

。
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一
五

五

問

一

入
事
委
員
会

の
権
限
と
国
の,
人
事
院

の
権
限
と

の
異
同
を
詳
し
く
承
り
た
い
。
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二

人
事
委
員
会
と
任
命
権

者
と
の-
関
係
を
詳
細
に
承
り
た
い
。
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一
五

入
事
委
員
会
の
権
限
と
国
の,
人
事
院
の
権
限
と
の
異
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を
詳
し
く
承
り
た
い
。
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人
事
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と
任
命
権
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と
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関
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を
詳
細
に
承
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七

問
三

問‐
四

問
五

人
事
委
員
会

の
権
限
は
、
如
何
な
る

方
針

で
列
挙
し
た
か
。
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法

事

委

員

会

規

則

又

は

公
平

委

員

会

規

則

の
性

質

如

何
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八

人
事
委
員
会
又
は
公
平
委
員
会
に
証
人
喚
問
権
を
与
え
る
乙
と
は
、
不
当
に
そ
の
地
位
を
強
化
す
る
も
の
で
は
な
い
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間
六

本
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の-
法
意
如
何
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問
一
「
人
事
委
員
会
又
は
公
平
委
員
会
の
選
出
は
、
公
選
に
よ
ち
し
め
る
こ
と
が
更
に
民
主
的
要
求
に
合
致
す
る
所
以
で
は

′

ノ

な

い
一
か
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問-」
-
執
事
委
員
会
又
は
公
平
委
員
会
に
は
ご
職
員
代
表
を
必
ず
包
含
せ
し
め
る
よ
う
法
律
の
明
文
を
も
っ
て
保
障
す
べ
き

で
は
な

い
か
。
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問
三

学
閥
排
除

の
規
定
を
設
け
な
か

っ
た

理
由
如
何
。
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問
四

委
員
の
身
分
保
障
が
国
の
人
事
官
の
場
合
に▼
比
し
て
十
分
で
な
い
と
思
わ
れ
る
が
ど
う
か
。
く・
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く
…
;
:
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:
…
…
…
…
:
:
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六
二

問
五

人
事
委
員
会
又
は
公
平
委
員
会
の
委
員
の
罷
免
の
場
合
に
の
み
公
聴‐
会
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
理
由
如

何
o
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都
道
府
県
及
び
五
大
市
の
人
事
委
員
会
の
委
員
は
、
常
勤
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
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六
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七

人
事
委
員
会
又
は
公
平
委
員
会
の
委
員
は
国
家
公
務
員
と
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
か
。・
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:
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:
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…
:
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:
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・
一
六
三

間
八

人
事
委
員
会
又
は
公
平
委
員
会
の
委
員
と
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の.
議
員
と
の
兼
職
を
禁
止
す
る
の
は
何
故
か
。
…
:
…・
:
・
一
六
四

間
八

人
事
委
員
会
又
は
公
平
委
員
会
の
委
員
と
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の.
議
員
と
の
兼
職
を
禁
止
す
る
の
は
何
故
か
。
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問
一

委
員
長
の
制
度
を
設
け
な
い
方
が
、
人
事
委
員
会
又
は
公
平
委
員
会
の
性
格
上
よ
り
民
主
的
な
の
で
は
な
い
か
。
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務
局
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な
け
れ
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な
ら
な
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と
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と
は
き
行
政
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の
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が
叫
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れ
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折
柄
不
適
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問
一

平
等
取
扱
の
原
則
は
、
憲
法
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
明
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
本
法
に
お
い
て

.
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改
め
て
こ
れ
を
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定
す
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が
な
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な

い
か
。
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問
一

「
社
会
一
般
の
情
勢
」
は
如
何
な
る
基
準
に
よ
っ
て
判
定
す
る
の
か
。
又
「
適
当
な
措
置
」
と
は
如
何
な
る
措
置
を

問
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う

の
か

。
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給
与
そ
の
他
の
勤
務
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件
が
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会
一
般
の
情
勢
に
適
応
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
誰
が
認
定
す
る
の
か
。
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間
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「
懲
戒
免
職
の
処
分
」
を
当
該
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
も
の
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
で
は
な
い
か
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に
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事
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事
務
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か
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特
定
の
政
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の
他
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す
る
の
か
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す
る
こ
と
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で
き
る
か
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と
団
体
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か
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あ
ら
た
な
任
用
制
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事
行
政
上
の
割
拠
主
義
再
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案
し
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事
の
沈
滞
を
生
ぜ
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め
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こ
と
と
な
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わ
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で
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を
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す
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懲
戒
免
職
の
処
分
」
を
当
該
地
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団
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に
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け
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も
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に
限
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す
る
必
要
は
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で
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い
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四
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に
人
事
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の
事
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長
の
職
に
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べ
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で
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い
か
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特
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の
政
党
そ
の
他
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が
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は
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ド
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の
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と
す
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と
が
で
き
る
か
。
本
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と
団
体
規
正
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と
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は
ど
う
か
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:
・
二
…
'
…

:
…

…

…

…
・
ー

ー
・
一
七

一

問

二

第

四

項

の
法

意

如

何

。

;
・
ー
・
:
:
・
:
・・・・・
…

ー

;
…
・
1
1

…

:
・・
:
・
:
・
:
…

…

…

…

…

…
・
i
・
…

:
:
-

二
…
'
…

:
:
:
…
・
…

:
ー

ー
・
一
七

一

.

ー

.

‐

へ
第

十

八
条

関

係

〉

・・
:
・・
ー
・・・
1
1
:
・
ー

:
・
1
・
i
・
:
ー
・・・
1
1
1
・
:
・
:
・
:
…

・・・・
:
・
:
・
:
…

:
…
・
・
:
:
・・
:
・
!

:
・
:
;
…
・・
…
・・
:
;
…

:
・
!

:
…

・
一
七

二

問

一

本

条

の
規

定

の

趣
旨

を

説

明

さ

れ

た

い
。
・・・
i

l
・・・・・・
:
…
・
:
;
・・
i
:
・
・
i
・・・・
:
・・・
:
:
:
…

!
・・・・・・・
:
・
:
・・
…

…
・
:
:
:
・
:
…

…

・
一
七

ニ

ヘ
第
十

九

条

関

係

〉

・
1
1
:
…

…
・
:
・
…

…
・
…

:
・・・・・・・
…

…

…

…

…

:
…
・
…
・
i
i

…

…

!
・・・・・・
:
…

:
:
:
・
…

…

:
i
i
i

:
:
.
・
:
:
・・
:
ィ
・
・

一
七

二

問

一

人
事
に
関
す
る
不
正
行
為
及
び
虚
偽
行
為
を
何
故
に
禁
止
し
な
い
か
。
:
1
i
i
:
ー
i
:
:
:・・・
1
:・
i・
;
:
…
・
…
…
・・・
…
・
…
;
・
一
七
二

問
二

最
小
限
度

の
客
観
的
且

つ
画

一
的
な
要
件

と
は
例
え
ば
ど
の
よ
う
な
も

の
か
。
;・
;
i
:
;・
i

i
・・
:
i
l
・・
;
i
i
…
…
:
:
…
・
一
七
三

た
と
え
最
小
限
度
の
も
の
で
あ
っ
て
も
受
験
資
格
と
し
て
何
等
か
の
要
件
を
設
け
る‐
こ
と
を
認
め
る
の
は
、
平
等
取

扱

の
原
則
に
反
す
る
も

の
で
は
な
い
か
。
1・・
:・
ー
;
i
・
1
1
1
1
・
1
1
・
1
1
1
:
:
i
ー
:・
;・
:・
1
1
:
:
i

:
…
…
:
…
…
・
:
:
:

一
七

三

へ
第

二
十

条

関
係

〉

…

:
・
:
ー
・
:
:
:
:
‘
:
・
1
・
1
・
1
・
:
ー
・
:
ー

ー
・
i
・
:
ー

i

:
1

:
:
1
:
1
:
・
;
ー

i

l

・・
:
・・
:
:
・
1
…

…

…

…

…

…

…

・

一
七

三

間
一

競
争
試
験
の
方
法
に
は
三
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
第
二
、
第
三
の
方
法
に
よ
る
と
き
は
折
角
の
メ
リ
ッ
ト
シ
ス
テ

ム
の
原
則
を
没
却
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が‐
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
ど
う
か
。
・
ー
・
:
ー
:
;
ー
ー
ー
・
i
:
:
…
…
…
・
:
…
…
…
・
一
七
三

へ
第
二
十

一
条
関
係
〉

…
:
…
・
:
:
:
:
:
・
…
…
…
…
:
…
:
:
:
:.
:
:
:
…
:
:
:-
…
…
.
…

…
:
…
:.
:
.

'

:
:...・..
モ
:
…
…
:
;
…
…
…
…
:
…
:.・
:
:
:
…
:.
…
.
…
.
…
.
…
…
…
…
…
;
三
!
・
:
i
i
i
!
!
i
!
!
.
・

一
七
四

問
一

「
採
用
又
は
昇
任
す
べ
き
者.
一
人
に
つ
き
採
用
試
験
又
は
昇
任
試
験
に
お
け
る
高
点
順
の
志
望
者
五
人
」
と
は
如
何

な
る
意
味
か
。
例
を
挙
げ

て
説
明
せ
ら
れ
た
い
。
:
ー
ー
・
:・
:
ー
・
:
ー
ー
・
:
i
i
:
ー
・・
:・
:・
:・・
:
:・
ー

ー

…
…
…
…
・
:
…
…
・
一
七
四

問
二

本
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
と
き
は
、
任
命
権
者
の
選
択
の
範
囲
を
不
当
に
制
限
す
る
こ
と
と
な
っ
て
適
任
者
を

得
る
こ
と
が

で
き
な
い
で
は
な
い
か
。
:・
ー
ー
・
:・・
:
ー
ー
・
ー

ー
ー
ー
…
・
1
1
:・・
:
ー

i

:
;・
:
:・・
ー

:・
:
:・
…
:
}
ー
…
…
・

一
七
四

口
三

第
四
項
の
法
意
如
何
。
;・
1
1

1
1

:
ー
ー
・
:
1
1
1
1
・
:
ー
・
;
ー
・
;・
;
ー
-

:・
:・
i
・
ー

:
ー
・
ー

;・
:
:
…
…
…
…
…
;
:

一
七
五

問
三

第
四
項
の
J

へ
第
二
十
二
条
関
係
〉

問
一

条
件
附
任
用

問
二
・
条
件.
附
採
用

・
…

:
.
…

ミ

:
…

…
.
…

…

…
.・
;
…

;
…
..・..
…

…

…

:
…

…

…

…

…

…

…

t

…
.
i
!

i

i

:
.
・
;
:
i

ー

ー
.・
:
i

・

一
七

五

条
件
附
任
用
と
臨
時
的
任
用
と
の
区
分
如
何
。
i
i
・・
1
:・
:・
:・
1
1
1
・
:
i
i
i
i
・・
:
i
l
l
・
;
i
l
…
…
…
…
…
…
…
…
・
一
七
五

・
条
件‐
附
採
用
期
間
中
の
職
員
及
び
臨
時
的
に
採
用
さ
れ
た
職
員
と
一
般
の
職
員
と
の
間
に
お
け
る
身
分
取
扱
上
の
異

、

同

如

何

。
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:
:
:
…

:
;
:
…

;
…

…

…

…

…
・
…

…

:
・
:
・
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…
・・・・・・・・・・
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・
ー

…

…
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:
・
:
・・
:
…

…

:
・
ー
・
:
・
ー

・・
…

:
・
:
…

…

:
・

一
七

六

へ
第

二
十
三
条
関
係
〉

・
:
:
…
・
:
:
:
:
:
…
:.
…

.
;.
…
:
:
:
…
…
:
…
:
:
…
:
:
…
…

.
・

:
:
…

:
.
…
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.
:
…

…

:
.
…
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;
:
…

…
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…
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.
;
;
…

…

…

…

…

…

!

!

!

ー

i

i

!

i

!

i

!

!

i

!

!

一
七

六

問
一

人
事
委
員
会
を
置
く
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
職
階
制
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
そ
の
他

の
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
職
階
制
を
採
用
し
な
い
こ
と
と
し
た
の
は
何
故
か
。
:・
i・
:
i
i
・・
;′
;・
;
i
・
i・
:
…
・
:
…
・
:
…
・
一
七
六

問
二

都
道
府
県
、

五
大
市
及
び
市
の
う
ち
標
準
的
な
も
の
に
適
用
す
べ
き
職
階
制
の
準
則
案
を
示
さ
れ
た
い
。
…
:
:
:
…
;
:
:
…

一
七
七

問
三

職
員
の
職
に
つ
い
て
は
、
職
階
制
に
よ
ら
な
い
分
類
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
、

理
事
、

主
事
及
び
書
記
等

の
分
類
も
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
か
。
・
i
・
ー
・・
:
:・・
1
…

:・
:
:・
…
i

i

:
;

:
:
…
…
・
:
:
:

一
七
七

へ
第

二
十

四
条

関

係

〉

・
1
:
…

ー

ー

:
:
・
:
1
1

・
:
:
:
;
・
:
・
;
・
:
・
:
・
i
・
:
・・
:
i

i

・
ー

i
;
:
:
i
i

i

i
・
i

:
:
'
:
・
…

:
:
…

:
:
÷

・

一
七

八

=



一
二

問

一

本
法
が
給

与
に
対
し

て
採

っ
て
い.
る
建
前
は
、
職
務
給
制
度

で
あ
る
の
か
生
活
給
制
度

で
あ
る
の
か
。
・
ー
1
:・・・・・
:・・
{
J
:
-
一
七
八
,

問
二

現
在
地
方
公
務
員
の
給
与
は
極
め
て
区
々
で
あ
り
不
均
衡
で
あ
る
。L
給
与
の
大
体
の
基
準
は
少
く
と
も
当
分
の
間
、
-

法

律

で
定

め

る

べ
き

で
は

な

い
か

。
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・
1
・
ー

ー

・
ー
・
1
1
・
ー

ー

・
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・
1
1

1

:
ー

・
1
1
・
1
・
ー

・・
;
・
1
i

i
・・
i
・
ー

1

一
七

九

問
三

給
与

に
つ
い
て
は
、
職
種
別
賃
金
制
度
を
採
用
す
べ
き
で
は
な
い
か、
。
1
も
;・
…

…
・
-

:・・
:
ー

:・・
ー
・・
1
1
1

:
…
…
'
ー
・
・
一
七
九

問
四

勤
務
条ー
件
の
う
ち
勤
務
時
間
の
如
き
は
全
国
的
に
一
定
し
な
け
れ
ば
国
と
地
方
公
共
団
体
及
び
地
方
公
共
団
体
相
互

・

間
に
お
け
る
連
絡
に
支
障
を
来
す
ば
か
り
で
な
く
、
住
民
に
も
不
便
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
て
不
都
合
で
は
な
い
か
軍
ー
・
ー・
ー

-
八
〇

間
五

「
そ
の
他

の
勤

務
条
件
」
と
は
、
具
体
的

に
は
何
を
指

す
の
か
。
1.
1
:.
1
1
1
・・.
ー

…
…
・
1
1
1・
:・・
ー

1・
ー

:・・
ー
・
1
1

一
八
〇

へ
第

ニ
十

五

条

関

係

〉

:
・
:
・
…

;
・
1
・
:
…
・
:
・
1
1

1
1
1
・
;
・・
1
・・'・・・
:
・
:
ー

:
・
:
・
:
1
1

・
…

1
1

…

;
・
1
1
1
・
:
・・・
1

・・
ー

…

…
・
1
1

一
八

〇

問

一

第

二
項

第

四
号

及

び

第

五
号

の
関

係

を

明

確

に

さ

れ

た

い
心
-
ー

.
:
.
;
.
…

,
.
:
,..
:
・・
ー
・
:
:
・
ー

…

…
・
1
;
・
ー

:
:
1
1
・・・・・
ー

.

一
八

〇

問
二

人
事
委
員
会
か
ら
給
料
表
に
関
す
る
計
画
の
提
出
が
な
け
れ
ば
、
長
は
、
こ
れ
に
関
す
る
条
例
案
を
議
会
に
提
案
す

る

こ
と

は
‐
許

さ

れ

な

い

か

。
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・
ー

・・
1
・
:
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:
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ー

1
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1
・
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1
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一
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八
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へ
第

二
十
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条

関
係

V
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・
:
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1
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ー
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1
1

1

1

・
ー
・
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:
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ー
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・
ー

ー

ー

.
ー
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・・
:
ー
.・
ー

.
:
ー

ー

ー
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ー
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:
,
:
.-
:
.
-
-
八

一

問
一

人
事
委
員
会
に
対
し
給
料
表
そ
の
他
給
与
に
関
し
て
強
大
な
権
限
を
与
え
る
こ
と
は
、
長
の
予
算
編
成
権
を
侵
害
し

地
方
財
政
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
と
思
う
が
ど
う
か
。
ー
ー
・
ー

:
:・
;.
ー
ー
ー

:・
:
ー

ー・・
:
ー
ー
・・
1
1
1
・・
1
1
1
」

八

一

へ
第

二
十

七

条

関

係

V

ご
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ー
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・・
;
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・
1
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:
・r
:
ー
・
1
・
:
・
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・
ー

・
,
1
1

1
.
1
・
ー

:
・
1
.
:
ー

.・
:
ー
.・
1
.
1
.
:
・
1
1

1
.・
ー

.
1
.
}
八

二

問

一

降
給
の
事
由

を
条
例

で
定
め
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
の

は
何
故
か
。
・も
:
:・
:・
ー

~
…
-

-
・・・・・
:・
ー・
1
:
ー
・
…
:・.
ー
・
:
ー

・
一
八
二

問
二

休
職--ゞ
懲
戒
等
は
、
職
員
の
身
分
に
最
も
重
大
な
関
係
を
及
ぼ
す
こ
と
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
行
う
際
に
は
、
事
前
に

人
事
委
員
会
な
り
公
平
委
員
会
に・
付
議
す
る
と
と
と
す
べ
き

で
は
な
い
か
。
ー

:・・
:・.
ー
ー
.
1
1
1
1
1
:
ー
ー
:
1
:
ー
.
1.
1
.
一
八
二

問
三

条
令
で
定
め
る
休
職
の
事
由
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
ど
の
よ
う
な
も
の
が
予
想
さ
れ
る
か
。
;・・
;
:・
ー・
:
…

:・
ー,.
:
…
ー

ー

一
八
三

へ
第

二
十

入
寮

関

係

〉

‘
i
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…
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ー
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・・
ー

・
ー
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・
:
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ー
・
ー
・
ー
・・・
1
・
ー

・・
1
1

1
1
・
:
・
ー

・
一
八

三

間

一

「
必
要
な
適
格
性
を
欠
く
場
合
」
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
場
合
か
。
本
号
と
し
ツー
ド
、
パ
ー
ジ
と
の
関
係
▲
‘

如

何

。
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′
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ー
ー

1
1

1
・
ー

1
・
ー

:
i

i
・
ー
・
:
・
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・
1
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ー
…
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・
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・
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・
1
・
…
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ー

ー
・・
i

ー
・
ー

.・
:
・
ー

ー

ー

ー
.
・
一
八

三

間
二

降
任
、
免
職
の
事
由
と
し
て
「
職
階
制
に
よ
る
職
の
格
付
の
改
正
の
結
果
、
降
給
又
は
降
任
と
同
」
の
結
果
と
な

っ
た
場
合
」
を
加
え
な
か

っ
た
の
は
何
故
か
。
1・
ー

ー
・
ー
・・
:・
-

:
;・
:・
1・
;
i
・
1・
ー

:
1
1

1
1
1
:
:
ー
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:
:・
ー
ー
・
:
・

一
八

四

問
三

降
任
き
免
職
、
-
休
職
等
の

効
果
は

、
法
律
を
も

っ
て
規

定
す

べ
き
で
は
な
い
か
。
ー

ー
・・
i
・・
:・
i

i
l
:
…
…
・
:
・
i・
…
;
・
一
八
五

へ
第

三
十

-
条

、

第

三
十

三1
条

関

係

〉
,
・
1
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1
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1
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ー
・
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・
1
1
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:
1
1

…
・
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・
…

…

:
・

一
八

五

問
一

服
務
の
宣
誓
、
信
用
失
墜
行
為
の
禁
止
は
、
従
来
の
法
案
で
は
規
定
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
が

規
定
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
に
は
、
何
等
か
の
特
別
の
含
み
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
1・
:・
1
…

…
:
…
…
…
…
:
:
:・
;
・
一
八
五

人
第

三
十
五
案
関
係

V

・
1
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・
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・
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・
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・
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…
…
:
:
:
…
:
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…
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:
:
;
…
…
…
…
…

一
八
五

問

一

条
例

で
定
め
る

「
特
別
の
場
合
」
と
は
、
例
え
ば
ど
の
よ
う
な
場
合
か
。
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…
:
…
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.
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一
八

五

問

一

同
盟
罷
業
、

怠
業
及
び
怠
業
的
行
為
の
区
別
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。
÷
・
…
:・・
:・
…
…
:
…
…
:
…
…
・
:
…
…
・
…
…
…
・
一・
八
六

三
間
土

さ
「
心
切
の
権
利
を
も

っ
て
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
」
と
は
如
何
な
る
意
味
か
。
1
…
:
…
:
:
:
…
…
…
三
・
…
…

:

一
八
六

問
三

第

二
項
の
規
定
と
、

不
利
益
処
分
の
審
査
請
求
と
の
関
係
は
如
何
に
解
す

べ
き
か
。
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八
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問

】

営
利
企
業

の
地
位
に
.
つ
く
こ
と
等
を
任
命
権
者

の
許
可
制
と
し
た
理
由
如
何
。
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:
…
…
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:
:
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}
÷
:~
…

-
八
七

問
二
・
株
式
所
有
の
関
係
及
び
天
下
り
禁
止
の
規
定
を
設
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
・
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八

八

問
一

職
員
の
保
健
、

元
気
回
復
そ
の
他
厚
生
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
計
画
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
例
を
挙
げ
て
説

.
二
明
せ
ら
れ
た
い
。
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関
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一
八

八

問

一

社
会
保
障
制
度
審
議
会
の
勧
告
と
地
方
公
務
員
の
共
済
制
度
と
の
関
係
は
如
何
に
解
す
べ
き
で
あ
る
か
。
:・
:
:
:・
:
…
:・
:
・
一
八
八

問
二

将
来
に
お
け
る
共
済
制
度
の
構
想
を
示
さ
れ
た
い
。
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:
…
…
…
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一
八
九

問
三

共
済
制
度
に
つ
い
て
は
、
健
康
保
険
制
度
に
よ
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
な

、
い
と

思

う

が

ど

う

か

。
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九

一

一
三



一
四

問
一

問
二

国
家
公
務
員

へ
第
四
十
五
条
関
係
〉

問
一

本
条
と
労
形

問
二

国
家
公
務
員

将
来

の
恩
給
制
度

の
構
想
如
何
。
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一

国
家
公
務
員
の
恩
給
制
度
と
地
方
公
務
員
の
恩
給
制
度
と
の
関
係
を
将
来
如
何
に
調
整
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
か
。
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一

本

条

と

労

災

保
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関

係

如

何
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一
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二

問
二

国
家
公
務
員
に
つ
い
て
は
、
公
務
災
害
補
償
法
の
立
案
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
地
方
公
務
員
に‐
つ
い
て
も
、
別
に

‐

こ
れ
に
類
す
る
法
律
を
制
定
す
る
意
図
が
あ
る
の
か
。
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一
九

三

間
一

勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
、
不
利
益
処
分
の
審
査
の
請
求
、
勤
務
条
件
に
関
す
る
意
見
の
表
明
及
び
職
員
団

-
▲
体

の
交
渉
相
互
間

の
関
係
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
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問
一

「
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
項
」
及
び
「
そ
の
他
の
事
項
」
と
は
具
体
的
に
如
何
な
る
事
項
か
。
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…
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・
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一
九

五

問

一

そ
の
意
に

反
す
る
と
認
め
る
不
利
益
な
処
分

と
は
例
え
ば
ど

の
よ
う
な
処
分
か
。
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五

問
一

人
事
委
員
会
又
は
公
平
委
員
会
に
任
命
権
者
の
処
分
の
修
正
又
は
取
消
の
権
限
を
認
め
る
こ
と
は
、
行
過
ぎ
で
は
な

・
し
力
え
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一
九

五

問
二

「
職
員
が
そ
の
処
分
に
よ,
っ
て
受
け
た
不
当
な
処
置
を
是
正
す
る
た
め
の
指
示
」
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
。
…
:
・
一
九
五

問
二

「
職
員
が
そ
.

へ
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問
一

地
方
公
務
員

問
二

職
員
団
体
の
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三

問
四
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一
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六

一
九
六

地
方
公
務
員
法
に
基
く
職
員
団
体
と
国
家
公
務
員
法
に
基
く
職
員
団
体
と
の
間
に
は
何
ら
か
の
相
違
点
が
あ
る
か
。・
i▲
:
ー

六

職
員
団
体
の
目
的
を
制
限
す
る
必
要
が
何
処
に▲
あ
る
の
か
。
団
結
権
を
不
当
に
制
限
す
る
こ
と
と
な,
っ
て
憲
法
上
も

疑
義
が
生
ず
る
の
で
は-
な
い.
の
か
。
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職
員
団
体

の＼
専
従
者

の
取
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ど
う

な
る
の
か
。
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職
員
以
外
の・
者
は
、-
職
員
団
体
に
加
入
し
又
は
そ
の
役
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
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問

五

第

五

項

の
法

意

如

何
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問
一

本
条
の
規
定
は
、
余
り
に
も
手
続
的
で
あ
り
、
且
つ
、
は
ん
さ
で
あ
っ
て
本
法
の
建
前
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
。
・
ー・
:
-
九
九

間
二

団
体
の
登
録
要
件
を
欠
く
場
合
に
お
い
て
そ
の
登,
録
を
取
り
消
す
権
限
を
人
事
委
員
会
又
は
地
方
公
共
団
体
の
長
に

与
え
る
こ
と
は
、
人
事
委
員
会
又
は
長
の
窓
意
に
よ
り
団
体
活
動
を
封
殺
す
る
可
能
性
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
と
な
っ
て
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問
四

危

険

で
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い
か
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職
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団
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に
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し
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は
非

課
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の
適
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が
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の
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変
更
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
由
が
生
じ
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
届
け
出
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
人

事
委
員
会

に
何
等
か
の
措
置
を
講
ぜ
し
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
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問
一

地
方
公
務
員
法
案
に
基
〈
職
員
団
体
の
交
渉
権
と
国
家
公
務
員
法
に
基
く
職
員
の
団
体
を
通
じ
て
の
交
渉
権
は
ど
う
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ー
i
…
!
i
…
i
ー
ー
…
…
…
!
i
!
!
!
i
!
!
!
ー
ー
!
!
!
!
l
i
!
ー
!
!
i
i
…
…
!
!
!
〆-
○
一

三
′
違
う

か

。

ー

ー

ー
ー

:
ー
・
ー
・
ー

ー

:
:
:
ー
:
ー

ー

;
ー

ー

ー

ー

ー

ー
・
・
:
・
ー

ー
・
:
:
ー

・
ー

:
ー

・
:
ー
ー
・
:
ー

ー
・・
ー
ー

:
・
:
・
:
;
ー
ー
・
二

〇

一

問
二

職
員
団
体
の
交
渉
権
の
本
質
如
何
、
こ
の
交
渉
は
い
わ
ゆ
る
対
等
の
立
場
に
立
つ
交
渉
で
あ
る
か
。
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・
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一

問

三

交

渉

の
範

囲

に

つ
い

て
詳

し
く

承

知

し

た

い
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二

問
四
も

「
社
交
的

又
は

厚
生
的
活
動
を
含
む
適
法
な
目
的
」
と
は
何
か
。
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二
〇
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問
四
の
二

「
法
令
、
条
例
、
地
方
公
共
団
体
の
規
則
及
び
地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
定
め
る
規
程
に
て
い
触
し
な
い
限
り

に
お
い
て
」
と
は
具
体
的

に
ど
の
程
度
ま
で
を

い
う
の
か
。
例
を
挙
げ

て
説
明
せ
ら
れ
た
い
。
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書
面
に
よ
る
申
合
せ
の
締
結
権
を
認
め
る
こ
と
は
、
明
か
に
マ
書
簡
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
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i・
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・
二
〇
三

間

六

「
書

面

に

よ

る
申

合

せ

」

の
法

律

効

果

如

何

。
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二
〇

四

問

一

労
働
基
準
法
及
び
船
員
法
を
地
方
公
務
員
に
適
用
す
る
の
は
、
マ
書
簡
の
精
神
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
・
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ー
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二
〇
四

問
二

労
働
基
準
法
中
職
員
に
適
用
し
な
い
規
定
は
、
如
何
な
る
方
針
で
選
ん
だ
か
。.
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一
六

問
三

労
働
基
準
法
第
三
十
六
条
を
適
用
す
る
の
は
、
本
法
の
精
神
に
矛
盾
す
る
と
思
う
が
ど
う
か
。
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五

問
四

労
働
基
準
監
督
機
関
の
職
権
を
人
事
委
員
会
又
は
地
方
公
共
団
体
の
長
に
行
わ
せ
る
こ
と
は
危
険
で
は
な
い
か
。
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問
五
‐
い
わ
ゆ
る
現
業
的
職
員
に
関
し
て
の
み
労
働
基
準
局
及
び
労
働
基
準
監
督
署
の
監
督
を
存
置
す
る
こ
と
と
し
た
理
由

如

何

。
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問
一

本
条
の
趣
旨
如
何
.
「
協
力
」
及
び
「
技
術
的
助
言
」
の
名
の
下
に
、
不
当
に
地
方
公
共
団
体
の
人
事
行
政
に

「
協
力
」
及
び
「
技
術
的
助
言
」
の
名
の
下
に
、
不
当
に
地
方
公
共
団
体
の
人
事
行
政
に
干
与

三

し
、
中
央
的
統
制
を
企
画
し

よ
う
と
す
る
も

の
で
は
な
い
か
。
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罰

則
規

定

は
、

如

何

な

る

建

前

で
設

け

た

か

。

i
1
1
1
1

1

:
:
・
ー

ー
・・・
i

:
ー

・
1
・・
:
・
i
・
:
・
:
・
:
・
i

l
・
:
:
・
ー
1
1
1

:
i
・

二
〇

八

問
二

国
家
公
務
員
法
の
建
前
と
相
違
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
。
そ
れ
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
の
か
。
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一

第
十

÷
項
及
び
第
十
三

項
の
趣
旨
如
何

。
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問
二
・
各
規
定
の
施
行
順
序
と
本
法
の
実
施
計
画
を
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。
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附
則
第
十

三
項
か
ら
第
十
六
項
ま

で
の
法
意
如
何
。
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